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摘　要

　2009年発足の帯広畜産大学スタディーサポートサークルでは，複数の近隣の中学校において授

業補助や放課後学習会等の学習支援をボランティアで行っている。本サークルは，文部科学省が

2008年度から予算を計上し推進している学校支援地域本部事業を契機に発足した。本稿では，先

行研究をもとに学校支援地域本部事業における学校支援ボランティアの論点を整理し，それを本

サークルの活動に照らすことで，本サークルにおける学校支援ボランティアの成果と課題を明ら

かにすることを試みた。
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Ⅰ．はじめに

　帯広畜産大学スタディーサポートサークルは，2009年

に大学公認のサークルとして発足した。主な活動内容は，

近隣の中学校で，理科や数学の授業に参加して教員の補

助をしたり，放課後に学校で自主学習を行う生徒たちの

世話をする等の学習支援をボランティアで行っている。

　本サークルの発足は，後にやや詳しく述べるように，

文部科学省が2008年度から予算を計上し推進している学

校支援地域本部事業が契機になったといえる。

　学校支援地域本部事業とは，子どもの教育に関して，

「学校だけが役割と責任を負うのではなく，学校・家庭・

地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる体制を

整える」ことを目的とし，授業補助や部活動の指導，校
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庭の整備や登下校時の子どもの安全確保など，図１1) の

ような形で地域住民が学校の教育活動に関与する体制（学

校支援地域本部）を整えるための事業である。こうした

学校支援地域本部のモデルを全国1800カ所（市町村数に

相当）に設置すべく，文部科学省では，2008年度予算に

50億4000万円を計上し，学校支援地域本部事業を開始した。

同省は，翌2009年度予算の概算要求でも，これを3600

カ所に拡充し，少なくとも各市町村に１カ所以上の学校

支援地域本部を設置する計画のための予算要求を提出し

た。学校支援地域本部の最終的な設置目標は中学校区ご

との設置であり，同省はこれにより恒常的に地域の人的

リソースを動員・活用し，学校教育の充実を図ることを

考えている。この事業は，いわばそのための中核的モデ

ルケースを形成することがねらいである2)。

　もちろん，学校支援ボランティアは，学校支援地域本

部事業が開始される2008年度以前から，各地で行われて

いたけれども，本学のスタディーサポートサークル発足

の契機が当該事業であったことを鑑み，本稿では，まず

第１に，学校支援地域本部事業の概要および，先行研究

に基づく当該事業における学校支援ボランティアの論点

を整理する。第２に，本学スタディーサポートサークル

の発足経緯とこれまでの活動の概略を述べる。第３に，

上記の第１の内容から導き出した論点を，第２の内容に

照らし合わせることを通して，帯広畜産大学スタディー

サポートサークルにおける学校支援ボランティアの成果

と課題を明らかにすることを試みる。

Ⅱ．学校支援地域本部事業の概要と論点整理

（ⅰ）　学校支援地域本部事業の概要

　文部科学省は種々の説明文書で，学校支援地域本部の

ねらいを次のように述べている。

　「社会がますます複雑多様化し，子どもを取り巻く環

境も大きく変化する中で，学校が様々な課題を抱えてい

るとともに，家庭や地域の教育力が低下し，学校に過剰

な役割が求められるようになって」いる。「このような状

況のなかで，これからの教育は，学校だけが役割と責任

を負うのではなく，これまで以上に学校，家庭，地域の

連携協力のもとで進めていくことが不可欠」であり，「学

校支援地域本部は，これを具体化する方策の柱であり，

学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを

育てる体制を整えることを大きな目的」にしている。

　さらに，期待される効果として， (1) 学校や地域の教

育活動のさらなる充実が図られること，(2) 地域住民が

自らの学習成果を生かす場が広がること，(3) 地域の教

育力が向上することの３点をあげ，これらのことをふま

えた上で，学校支援地域本部は，「それぞれの地域の教育

機能を，地域住民の力をフルに活用しながら，学校を中

心に再構築しようとするもの」であるとしている。とり

わけ，(1) 学校や地域の教育活動のさらなる充実に関し

ては，次のように説明している。

　「①教員だけでは担いきれない，あるいは必ずしも教

員だけがすべて行う必要がない業務について地域が支援

することにより，教員が，より教育活動に専念でき，よ

り多くの時間を子どもと向き合うことや授業準備等に充

てられるようになります。また，②子どもたちが多様な

知識や経験を持つ地域の大人とふれあう機会が増え，多

様な経験の機会や学習活動，部活動の充実，学校の環境

整備等が一層図られるとともに，多くの大人の目で子ど

もたちを見守ることで，よりきめ細やかな教育にもつな

がります。さらに，③子どもの地域に対する理解やボラ

ンティアへの関心も高まります。」

　実は，学校支援ボランティアは，以前より各地で取り

組まれていたけれども，2008年度から学校支援地域本部

事業が実施されるようになった背景には，教育基本法等

の法律改定がある。

　2006年12月に教育基本法が改定され，新設された第13

条（学校，家庭及び地域住民等の相互の連携協力）におい

て，「学校，家庭及び地域住民その他の関係者は，教育に

おけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに，相互

の連携及び協力を務めるものとする。」とされた。

　また，上記の (2) 地域住民の学習成果を生かす場の広

がりと(3)地域の教育力の向上との関連においてみれば，

教育基本法の改定を受けて，2008年６月に社会教育法が
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図１　学校支援地域本部の概要

改定されており，同法第５条（市町村の教育委員会の事

務）の第15号で，教育委員会は「社会教育における学習の

機会を利用して行った学習の成果を活用して学校，社会

教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動

の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること」

を行うことが明記された。

　さらに，2008年７月に閣議決定された教育振興基本計

画3) では，「学校と地域との連携・協力体制を構築し，地

域全体で学校を支え，子どもたちを健やかにはぐくむこ

とを目指し，『学校支援地域本部』をはじめ，地域住民の

ボランティア活動等による積極的な学校支援の取組を促

す。こうした取組の成果をすべての市町村に周知し，共

有すること等を通じ，広く全国の中学校区で地域が学校

を支援する仕組みづくりが実施されるように促す」こと

が示された。学校支援地域本部事業は，これらの改定さ

れた法律等に実施の根拠を据えていることがわかる。

　次に，学校支援地域本部のしくみについてであるが，

基本的には，(1) 学校支援ボランティア，(2) 地域コー

ディネーター，(3) 地域教育協議会から構成される。

　(1) 学校支援ボランティアとは，実際に支援活動を

行う地域住民で，活動内容は学校管理下の活動が対象と

なる。①授業に補助的に入る，ドリルの採点を行う等，

授業の補助や実験，実習の補助等の学習支援活動，②部

活動の指導，③図書の整理や読み聞かせ，グラウンドの

整備や芝生の手入れ，花壇や樹木の整備等の校内の環境

整備，④登下校時における子どもの安全確保，⑤学校行

事の運営支援など。なお，ボランティアに対する謝金は

事業費には含まれない。

　(2) 地域コーディネーターは，学校支援ボランティ

アに実際どのような活動を行ってもらうか等，学校とボ

ランティア，あるいはボランティア間の連絡調整などを

行い，学校支援地域本部の実質的な運営を担うもの。退

職した教職員やPTA役員の経験者などが考えられる。なお，

事業費にはコーディネーターの謝金等の経費が含まれる。

　(3) 地域教育協議会は，学校支援地域本部において

どのような支援を行っていくかといった方針等について，

企画，立案を行う委員会。構成員は，学校や PTA，コー

ディネーターやボランティア代表をはじめ，公民館等の

社会教育関係者，自治会や商工会議所等，地域の関係者

などが考えられる。なお，子どもの教育について話し合

う組織がすでに地域に設けられている場合には，その既

存の組織を地域教育協議会に替えることも可能。会議の

開催経費等は事業費に含まれる。

（ⅱ）　学校支援地域本部事業に関する論点整理

　学校支援ボランティアは，学校支援地域本部事業が開

始される以前から，秋田県での「ふるさと子どもドリー

ム支援事業」（1999年）や神戸市の「通常の学級における

LD 等への特別支援事業」（2002年度～），大分県での「ま

なびんぐサポート」事業（2004年度～）等，各地で様々に

行われていた4)。東京都杉並区和田中学校での「夜スペ」

や「ドテラ（土曜日寺子屋）」といった地域本部の取り組みは，

これらの１つに数えられるとともに，学校支援地域本部

事業立案のヒントになったともいわれる。学校支援ボラ

ンティアの形態は，地域住民や大学生だけでなく企業や

NPO 等も参加しており，学校支援ボランティアの活動事

例として先に挙げたもの以外にも，「総合的な学習の時間」

での校外授業の連携協力や，金融教育等の特別授業の講

師，特別支援教育の観点からの学習補助等，多様に行わ

れていた。こうした先行した取り組みが行われる中で，

学校支援地域本部事業が開始された。

　では次に，学校支援地域本部事業における学校支援ボ

ランティアに焦点を絞ってみてみる。すると，少なくと

も以下の５点が論点としてあげられる。

　第１に，当該事業が学校現場や地域からの強い要請に

基づく施策となり得ているか否かという点である。
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　これに関して，まず，設置状況からみた次のような指

摘がある。すなわち，学校支援地域本部の設置状況につ

いては，各都道府県・政令指定都市の教育委員会を通じて，

受託市町村の掘り起こしを強く要請した結果，全国867

市町村において，2176カ所の学校支援地域本部が設置さ

れた。本事業が学校現場や地域からの強い要請に基づく

施策であれば，初年度で全国1800の全市町村が受託した

はずであるが，48％に止まった。2009年度７月の段階でも，

1000市町村を越えていないという5)。

　この指摘に関連して，教育現場の意向に反し校長や教

育委員会の「上から」の政策が一方的に進められる危険性

を孕んでいるとの指摘もある。文部科学省は，地域住民

だけでなく，会社・地域団体・関連機関等を巻き込んだ

国民運動として展開する姿勢が必要であるとし，当該事

業が，学校評議員や学校運営議会，学校評価等の「開か

れた学校づくり」をめざす施策と軌を一にするものとし

ている。これら学校運営議会等の機関構成員は選挙等に

よる代表制ではなく校長や教育委員会等が直接任命する

ものであることから，校長や教育委員会の進める政策の

一方的推進役や監視役となる危険性を持っているとされ

ており，この点で当該事業における地域教育協議会も同

様の危険性を孕んでいるとの指摘である6)。

　他方で，学校事務職員の側から，「学校支援地域本部事

業っておもしろい！」と題して，地域住民のボランティ

ア活動参加の意欲とその効果の大きさを実際に感じ取っ

たことで，多忙化する教員たちの教材研究や授業のアイ

デアを練る時間を確保してあげたいとの思いのもと，教

員と子どもが輝ける場所を整備することを事務職員の仕

事のひとつとして，当該事業に積極的に取り組んでいる

報告もある7)。

　単に「上から」の押しつけられた政策では，効果があが

らないことはいうまでもない。当該事業が教育現場や地

域の意向に基づく形で行われているか否かが１つの論点

といえる。

　第２に，上の指摘に関連して，「開かれた学校づくり」

をめざす施策は，公教育の民営化・市場化という面を持

ち合わせており，この点で，公教育が金儲けの場に陥る

ことや，企業の参入によって子どもが特定企業への親和

性を強める等，子どもの教育の場が経済活動の場へと変

質することにより，子どもの全面的発達を阻害してしま

うことを危惧する声もある8)。

　また，個々の子どもたちの置かれている家庭・生活の

環境や現況を把握せずに，学校支援ボランティアとして

地域住民が一時的に教育活動に加わったことで，逆効果

となってしまったケースも耳にしないわけではない。他

大学での学校支援ボランティア報告の中に，「自分がどこ

まで指導して良いのか，関わって良いのかという点で迷

った」という感想もしばしば見受けられる9)。

　総じて，「教員だけでは担いきれない，あるいは必ずし

も教員だけがすべて行う必要がない業務」を支援すると

いう学校支援ボランティアの役割の曖昧・無限定さ，す

なわち，学校支援ボランティアが関与すべき，ないし関

与してもよい範囲の線引きをいかにするか，検討すべき

課題の１つといえよう。

　第３に，財源保障と持続性の問題である。当該事業は

地域社会が学校教育を支援するための「体制づくり」を目

的としており，2010年度までの３カ年の委託事業とする

ことが想定されている。すなわち，３年をすぎると国に

よる予算措置は打ち切られる。したがって，それまでに

財政的自立をするか，無償で動く体制をつくりあげなけ

ればならない。３年で打ち切られることを見越して当該

事業への参加に二の足を踏んでいる自治体もある。持続

的に行っていく上で，財源保障の問題は大きい。

　第４に，担い手の問題である。まず，地域コーディネ

ーターについて，次のような指摘がある。すなわち，地

域コーディネーターの担い手としてあげられているのは

団塊世代の退職者で，全国で約280万人，一中学校区あ

たりで平均274.7人いるとされているが，ほぼ常勤とな

る可能性の高い地域コーディネーターへの謝金は生活を

維持できるような金額ではないし，団塊世代の退職者も

都市部に偏重している。近年の失業状況等を考えれば，

実際の担い手は生活の安定があるわずかな層にすぎない

との指摘である10)。

　また，地域連絡協議会についても，既存の PTA とどう
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関係づけるかが，大きな検討課題となっている。当該事

業は，PTA だけでなく，もっと幅広い地域住民等による

学校支援を想定しているが，各地域や学校の実情に応じ

て PTA を中核としたり，まったく別組織として立ち上げ

ることも考えられる。現に，PTA が中核となることで活

性化した例もあるし，逆に一緒にして開始したが，業務

の煩雑さに耐えかねて分離した PTA もある。地域の実情

をふまえて，各々に検討しなければならない問題である。

　さらに，各都道府県・市町村の行政内部における社会

教育担当課と学校教育担当課の連携協力体制の再構築の

必要性も指摘される11)。

　当該事業を安定的に持続していくためには，こうした

担い手や組織作りの問題を軽んじるわけにはいかない。

　そもそも，社会教育の側からは，「学校教育と社会教育

がそれぞれの役割分担を前提とした上で，そこから一歩

進んで，学習の場や活動など両者の要素を部分的に重ね

合わせながら，一体となって子供たちの教育に取り組ん

でいく」という学社融合の考え方が，当該事業では学校「支援」

という地域から学校への一方向のみの「支援」へと後退し

ているとの指摘がなされている12)。社会教育の充実とい

う視野も持ちあわせながら議論せねばなるまい。

　第５に，さらに大学生の学校支援ボランティアに焦点

を絞った際，こうしたボランティア活動に大学側がどの

程度関与すべきか，という論点がある。

　2005年時点での話では，全国的にみて，福祉等のボラ

ンティア活動を授業単位として認めている大学は少なく

ないし，教育学部等で学校支援ボランティアの活動を奨

励している大学も少なくないが，大学生が学校に赴く際

には，自主的なものとして奨励している大学がほとんど

で，単位化しても卒業要件単位として認めているわけで

はない大学がほとんどであるといわれる13)。

　また，一方で，地元の教育委員会と大学側で協定書を結び，

学校支援ボランティアの活動を卒業要件単位の科目とし

て設定している大学もあれば，他方で，一大学教員が個

人的に小・中学校との仲介役となり，単位とは無関係に，

学校支援ボランティアを希望する学生（年間１～２名）を

学校に赴かせるといったケース14) もある。

　この点について，ボランティアと名のつくものは，一

般的に自主的な活動であり，意欲あるものが興味関心に

応じて実施するもので，単位を付与して見返りを求めた

り強制するものではないという議論も少なくない。実際

にそうした論理に基づき，学生を紹介だけして，それ以

降は何も関与しないという大学も少なくない。いくつか

の学校支援ボランティア報告の中でも，「単位化しないほ

うが良い」という学生の意見も載せられている15)。

　他方で，参加の動機が単位の強制であっても，実際に

参加することで，取り組む姿勢も変わってくることが往々

にしてあり，この点で，まずもって取り組ませることで

得られる教育的効果の方が大きいとする意見もある。

　ただし，学校支援ボランティアを行っている大学生の

ほとんどが，教員養成系大学・学部に在籍，あるいは教

職課程を履修する学生である。これは，管見の限り，大

学生の学校支援ボランティアに関する報告や論文のすべ

てがそうした学生を対象として実施された内容であるこ

とから想定できる。すなわち，これらの議論は，あくま

で教員を志望する学生への教育的効果という観点からの

議論であることに留意しておく必要がある。

Ⅲ．スタディーサポートサークルの

発足経緯と活動内容　　　

（ⅰ）　発足の経緯

　スタディーサポートサークル発足のきっかけは，本稿

の第二著者が地元の帯広市立南町中学校校長の知り合い

であったことから，同中学校での学校支援ボランティア

を依頼されたことにあった。第二著者は，当時，帯広畜

産大学畜産学部の４年生で教職課程を履修していたこと

から，中学校でのボランティア活動に興味をひかれ，依

頼を受けた。

　そして学校支援ボランティアを始めるにあたり，とも

に活動する人員を増やす必要があったこと，南町中学校

への移動時の万一の事故への保険，活動費等を考慮し，

大学公認のサークルとして立ち上げることにした。その

際，本稿の第一著者が教職課程担当教員であったことか

ら顧問を引き受けた。
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　後日，南町中学校で学校支援地域本部事業に関与し本

サークル活動との学校側の窓口をして下さっている教員

と第一著者が打ち合わせを行った。その際，同教員は，

中学校側がボランティアに謝金や活動費を出せないこと

を苦慮していた。既述のように，学校支援地域本部事業

では，ボランティア活動の保険は事業費に含まれるもの

の，謝金や活動費は事業費には含まれない。そこで，第

一著者が科学技術振興機構主催の地域の科学舎推進事業

「地域活動支援（草の根型）」に本サークルの活動を応募す

ることにした。幸いにも，この事業に採択されたことに

より活動費を得ることができた。

（ⅱ）　活動内容

　開始当初の活動内容は，数学の授業補助であった。参

加方法は，大学での講義の空き時間に気軽に参加するこ

とができるようにという南町中学校側の配慮で，決まっ

た曜日・時間帯に継続して活動を行うような，いわば予

定に縛られる方法ではなく，授業補助が必要な曜日・時

間帯を随時サークルメンバーが中学校側に確認して参加

するという，不定期かつ柔軟な方法で行われた。活動前

日に確認をとって参加する時さえあった。これによりサ

ークルメンバーは，「時間が空いていて，参加したい時に

参加する」という，強制される感覚のない，あくまで自

主的な意識で参加することができた。こうした方法をと

ったことが，結果として年間を通して活動を継続するこ

とができた大きな要因であったといえる。

　活動回数を重ねるうちに，理科や英語の授業・実験補

助，定期テスト前の放課後学習会へと活動内容が広がっ

ていった。また，数学の授業では，１回の授業に数名の

サークルメンバーが補助に入ることで，少人数グループ

別学習形態での授業を効果的に行うことが可能になった。

　さらに，既述の地域の科学舎推進事業に採択されたこ

ともあって，活動範囲を南町中学校以外の学校へと広げ

ることも意図して，本サークルの周知活動とメンバーの

募集活動に取り組んだ。

　周知活動に関しては，十勝管内を対象とした教育委員

会主催の地域コーディネーター研修会に５名程度のメン

バーが２度参加して研修を受けるとともに，本サークル

の周知活動を行った。ちなみに，地域コーディネーター

研修会に参加したことで，地域コーディネーターとして

も本サークルメンバーの多くが登録された。こうした活

動により，帯広市の教育委員会や近隣の中学校に本サー

クルの活動が知られるようになった。

　メンバーの募集活動に関しては，大学内にポスターを

掲示した他，講義の前後の空き時間を利用して，主に教

職課程を履修する学生への説明およびビラの配布等を行

って参加を呼びかけた。こうした活動により，サークル

発足当初は５名であったメンバーが15名ほどになった。

ちなみに，メンバーの中には，教員志望ではない学生な

いし教職課程を履修していない学生も所属している。こ

うした学生も熱心に活動している。

　12月には南町中学校で公開授業研究会が行われ，帯広

市内の多くの教員が授業参観に訪れる中，理科と数学の

授業補助として８名のメンバーが参加した。

　また，年度末の地域コーディネーター研修会では，本

サークルの活動報告も行った。

　加えて，１月には，帯広畜産大学にて「数学の基礎の

基礎を身につけよう」講習会を開催した。この講習会は，

日頃，中学校で授業補助を行うことでメンバー各々が学

び取り，あるいは感じ取った経験を生かして，授業補助

員としてではなく，自らがメインの立場で，中学生に勉

強の仕方のコツを教えようと企画されたものである。こ

の講習会を開催するにあたって，複数の近隣の中学校を

まわって趣旨説明を行い，参加協力を仰いだところ，４

つの中学校から，主に中学１年生の参加があった。

　この講習会では，まず，中学の数学において最初につ

まずく可能性が高い方程式の学習課題を例にあげて，イ

コール記号の意味の説明等，ごく基本的な事項から丁寧

に代表者（本稿の第二著者）が教壇にてプレゼンテーショ

ンをすることで数学への理解を促した。次に，実際に方

程式の問題を参加者に出題し，それを解く過程において，

サークルメンバーが個別に学習支援を行った。なお，こ

の講習会は保護者同伴で行い，約30名の参加があった。

終了後には勉強法についての個別相談を受ける場を設け
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たところ，保護者からの熱心な相談が何件もみられた。

　これらの取り組みにより，帯広市内での本サークルの

知名度は高まることとなった。現在まで，複数の近隣の

中学校で放課後学習会等のボランティア活動を実施して

いる16)。

まで中学・高校と学び，現在も大学で学問を学んでいる

大学生の姿が刺激になったと思われる。

　大学での講習会では「親も一緒に勉強ができて楽しか

った」，「今さら聞けないと思うことを今後もお願いしたい」，

「他教科についても，ぜひやってほしい」といった保護者

の感想がみられた。　

　南町中学校からも，２年目に入ってすぐに，継続した

ボランティア活動の依頼がきていることや，中学校側の

窓口の教員の反応から推測するに，活動への評価は概ね

良好とみられる。

　以下に，学校支援ボランティアの活動を行った大学生

側の感想をあげておく。

・「ボランティア活動で実際の教育現場や生徒，教員の方々

とふれあう中で，教師という職業のおもしろさや大変

さの一端を垣間見ることができた。この活動をしてい

なければ見ることも知ることもできない世界を経験で

きた。」

・「ボランティア活動だからといって私たちだけがいろ

いろと提供したり負担をするのではなく，物として見

える対価はほとんどなくても，多くの貴重な経験を得

ることができた。」

・「教員志望ではなかったけれども，今後の生活に生か

せる貴重な体験ができた。」

・「講習会の企画立案や，学校まわり等の宣伝・周知活

動を行ったことが，いい社会勉強になった。」

・「本学では，教育実習くらいしか今の中高生と接する

機会がないので，このボランティアは大変いい経験に

なった。分からなかった問題が解けた時の生徒たちの

充実した表情や笑顔を見るのは本当に嬉しく，また，

生徒たちが今思っていること，考えていることを知る

こともできた。このボランティアを通して，自分の教

員という仕事への思いも再確認することができ，自分

の教育観・教師観を深めることにつながり，教員採用

試験での面接でもしっかりと受け答えができた。」

　教員を志望する学生はもちろんのこと，教員志望では

ない学生も，学校支援ボランティアに参加することで，

教員という職業をより深く知ることができ，そのことを

図２　帯畜大での講習会の様子

（ⅲ）　活動に対する評価と感想

　本サークルの活動は，地域の科学舎事業に採択された

こととの関係もあって，活動を行った際には可能な限り，

参加者にアンケートを実施した17)。

　これまでの放課後学習会や大学での講習会の参加者の

アンケート結果をみると，本サークルの活動に対する評

価は，概ね良好である。

　放課後学習会では「また，ぜひやってほしい」，「また勉

強したい」，「すごくわかりやすかった」といった感想が多

くみられた。学校支援ボランティアを通しての地元の大

学生とのコミュニケーションは中学生にとって，大学生

が年齢的にも身近に感じられる存在であり，かつ，これ
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今後の生活に生かすことのできる貴重な経験としてとら

えていることが分かる。最後に取り上げた感想を述べた

学生は，教員採用試験前に南町中学校で校長をはじめと

する先生方に面接の練習や模擬授業の添削も行ってもら

った。こうした甲斐もあって，新卒で教員採用試験に合

格し，現在，高校教員として働いている。大学生側の成

長という点でも，十分な成果を得ることができたのでは

ないだろうか。

Ⅳ．おわりに

　以上，先行研究をもとに学校支援地域本部事業におけ

る学校支援ボランティアの論点を整理し，帯広畜産大学

スタディーサポートサークルの発足経緯や活動内容等の

概略を述べた。

　最後に，スタディーサポートサークルの一事例に限っ

て得られた成果と課題を，既述の学校支援地域本部事業

の論点整理であげた５つの論点に照らしてまとめたい。

　第１の論点は，当該事業が教育現場や地域の意向に基

づく形で行われているか否かという点であった。この点

に関してはアンケート結果等から判断すれば，「また，ぜ

ひやってほしい」と思う中学生，２年目も活動を持続し

てほしいとの意向をもつ中学校教員，強制や受け身でな

く自主的に参加している大学生と，三者いずれの立場か

らも各々の意向に基づく有意義な活動となっているとい

える。とりわけ，「時間が空いていて，参加したい時に参

加する」というフレキシブルな参加形態が大学生の自主

性を引き出す大きな要因となった。

　ただし，この点は，南町中学校という活動場所であっ

たからこそ実現できたともいえる。他の中学校からも学

校支援ボランティアの依頼が少なからずサークルメンバ

ーにきているし，教育委員会から大学側に依頼がきてい

るとの話も聞く。このように依頼が増えている現状にお

いて，果たして他の中学校においても同様な方式で活動

を行うことが可能か否かは，当該中学校の校風・文化を

も考慮した上で検討すべき点であろう。

　第２の論点は，学校支援ボランティアが関与すべき，

ないし関与してもよい範囲の線引きをいかにするかであ

った。戦後日本は，一貫して，教育職員免許状を有する

者のみが教員という職業を営むことができるという相当

免許状主義を貫いてきた。学校教育の直接の担い手であ

る教員の活動は，人間の心身の発達にかかわるものであ

り，子どもの人格形成に大きな影響を及ぼす。このよう

な重要な職務に従事する教員の資質を保持しその向上を

図ることは学校教育の発展に不可欠であることから，教

員は，教育職員免許法に基づいた各相当の免許状を有す

る者でなければならない。EU 諸国でのボローニャ協定

をあげるまでもなく，国際的には教員養成６年制が広ま

るなど，教員の資質向上や教員の専門職性の担保が図ら

れている。このことは，目の前の１人１人の子どもを長

期間，学校で責任をもって育てる主体は，免許状を有す

る教員であるということを前提としていると考えられる。

この点で，学校支援ボランティアは，あくまで教員の授

業プランや意向に基づいて補助する立場である。インタ

ープリターや農業従事者，書家，庭師，指物師等の地域

住民の有する優れた知識や技能も，子どもの発達のすじ

道の中に，教員による教育的な咀嚼・翻案を経て位置づ

け，子どもたちに享受されてはじめて意味をもつ。相当

免許状主義の原則に反しない限りでの活動が求められる。

　なお，こうした目で，帯広畜産大学で開催した「数学

の基礎の基礎を身につけよう」講習会をみると，日常の

補助的な立場から学んだ経験をもとに，サークルメンバ

ーがメインの立場となって実施することで，メンバーに

とってもより成長する場となったことも注記しておく。

　第３の論点は，財源保障と持続性の問題であった。ス

タディーサポートサークルは，大学公認のサークルであ

り，また，地域の科学舎事業に採択されたこともあり，

活動費を確保することができている。しかし，一般には，

国の予算措置が，当初の計画通り2010年度までしかなさ

れないのであれば，その後は地方自治体が学校支援地域

本部の取組みに予算を計上するという，いわば財政的自

立をするか，もしくは活動費や保険に関しても学校支援

ボランティア側が善意で支払って続けていくほかはない。

したがって，財源保障と持続性の問題は，単に，大学生
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による学校支援ボランティアの在り方から，もしくは在

り方のみから判断あるいは論じるべき点ではない。

　第４の論点は，担い手の問題であった。この点はま

ず，既述の社会教育法第５条第15号の規定のように，社

会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果

を活用して，学校での教育活動の機会を提供する事業を

実施・奨励するのであれば，その前提として，同法第３

条（国及び地方公共団体の任務）に規定されているように

18)，地域住民に必要な学習の機会を十分に提供できる体

制が整っていなければならない。でなければ，そもそも

「学習の成果」自体が見込めず，その成果の反映も当然に

見込めないことになる。不況などの社会・経済状況への

対応を含めて，充実した地域社会の存在なしに，地域コ

ーディネーターや学校支援ボランティアの恒常的な参加

を見込むことは困難であろう。そして，こうした担い手

の確保という観点で，仮に大学のみが地域貢献という名

の下に，全面的に学校支援ボランティアを引き受けてし

まうのであれば，「学校・家庭・地域が一体となって地域

ぐるみで子どもを育てる」という当該事業の趣旨とはか

け離れたものとなってしまうことは確かであろう。

　なお，スタディーサポートサークルに焦点づければ，

メンバーの多くが学校支援ボランティアとしてだけでは

なく，地域コーディネーターにも登録されている。もち

ろん，これは大学において学校支援ボランティアの参加

学生を増やすといったコーディネーターの役割が期待さ

れてのことであろう。しかしながら，大学生は当然なが

らずっと地域に止まっている存在ではない。たとえ地域

に就職して止まったとしても働きながら地域コーディネ

ーターを続けることは困難である。また，現在は，代替

わりしたサークル会長が学校支援ボランティアの依頼連

絡を一手に受けている。２年目に入り，依頼件数が格段

に増えたことで，処理しきれない様子である。この点は，

次の５点目の論点とも関わる。

　第５の論点は，大学生の学校支援ボランティアの活動

に大学側がどの程度関与すべきか，という点であった。

これまでスタディーサポートサークルで取り組んできた

活動を持続的にやっていくためには，大学が窓口となっ

て学校支援ボランティアの依頼を受けたり，学校支援ボ

ランティアの活動を単位認定する等，大学側が何らかの

形で関与することも考え得る。

　ただし，活動を卒業要件に含まれる単位として認定す

るとなれば，単位不足で進級・卒業の危うい学生が，単

位ほしさに活動に参加する場合も想定される。そうなっ

た場合，先行研究で指摘されていたような「取り組む姿

勢の変化」が起こらない可能性は十分に考えられ，中学

校側への迷惑となる等の問題を生じてしまう危惧もある。

大方の大学とは異なって，参加者が教職課程履修者のみ

でない本学の場合には，なおさらであろう。今後の動向

を見据えながら慎重に検討せねばなるまい。

　総じて，学校支援ボランティアは，あくまで学校に通

う子どもたちをより健やかに育てていくための取組みで

ある。その活動に大学生が強制や受け身の感覚なく自主

的に関わることにより，子どもたちへの教育活動に効果

があり，かつ，大学生にも教育的効果があるのであれば，

十分に持続可能であるし，意味あるものとなろう。帯広

畜産大学スタディーサポートサークルの取組みの最大の

成果はこの点にある。かつ，そこに教育現場の教員への

負担が増えたのでは意味がないことはいうまでもない。

　また今後，学校支援ボランティアが増えて，教員の負

担が減るから，教員を増やさなくてもよいという方向に

議論が進むことがあってはならない。相当免許状主義に

基づき，あくまで，子どもたちを学校で責任をもって育

てる主体は，免許状を有する教員だからである。例えば

北海道は，いわゆるへき地校が多く，地方財政が厳しい

こともあって，免許外教員の割合が異常に高い状況が長

年続いている。北海道に限らず厳しい財政状況下では，

えてして本来の趣旨とは異なる教員不足改善のための次

善の策として，学校支援ボランティアが位置づけられて

しまいがちである。国および地方公共団体は，「公立義務

教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法

律」やその財政的裏付けである「義務教育費国庫負担法」

や「地方交付税法」等の法律改正やその運用を含め，子ど

もの健やかな発達を促すための教職員の適正な配置を検

討・実施することがまずもって必要である。こうした検
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討・実施を軽んじて，率先して教員を減らしたり，充足

せずに支出を抑えるという経済的要因が先行してはなら

ない。教員の適性配置を十分に検討・実施した上に，学

校支援ボランティアが位置づけられることによってはじ

めて，子どもにとって，より有意義な教育体制が構築さ

れるはずであるし，学校支援ボランティアのレーゾンデ

ートルもより確かなものとなる。

　スタディーサポートサークルの２年目の活動について

も見守っていくとともに，学校支援ボランティア活動へ

の参加形態や大学側の関与の仕方についても，今後の動

向を見据えながら，検討していきたい。
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